
【兼六園下交差点】

11月１９日（火）から

通行区分の変更

大手町から兼六園下交差点に向けて
進行する通行区分を変更します。

【変更点】
中央の車線が
「右折」から「直進」に変更
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問合せ先：石川県警察本部交通部交通規制課
（電話０７６－２２５－０１１０）

※ 荒天の場合は実施日が変更になることがあります。

【歩車分離式信号機運用の交通実験中】
「歩車分離式信号機」とは？
車両の通過と歩行者の横断が交わらないよう
に、青信号のタイミングを分離する方式です。
歩行者の安全を確保することができ、車両は
右左折時にスムーズに通行することができます。
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